
  

 

 

平成３０年度 

北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議 

介護保険に関する会議 

 

議 題 

 

（１） 消費税引き上げに伴う介護保険料の 

軽減強化について 

 

 

 資料１ 

（介護保険に関する会議 Ｈ31.2.15 ）   



○地方税法（昭和25年7月31日法律第226号）（抄）

（地方消費税の使途）
第七十二条の百十六 道府県は、前条第二項に規定する合計額（※）から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額

を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生
に関する施策をいう。次項において同じ。）に要する経費に充てるものとする。

２ 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その
他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。

１ 消費税率（国・地方）５％から10％への引上げ

「社会保障・税一体改革大綱（抜粋）」（平成24年２月17日閣議決定）

消費税収（国・地方、現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確にし、官の肥大化には使わず全て国民に還元し、
社会保障財源化する。

引上げ分に係る地方消費税収の使途について

２ 地方税法上の措置

○消費税法（昭和63年12月30日法律第108号）（抄）

第一条 （略）
２ 消費税の収入については、地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）に定めるところによるほか、毎年度、制度と
して確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成24年8月22日法律第68号）（抄）

(趣旨)

第一条 この法律は、（中略）社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、（後略）

（※） 地方消費税の引上げ分（十七分の七に相当する額）を指す。

6＜内閣府　税制調査会資料より＞



○基礎年⾦国庫負担割合２分の１
（平成24・25年度の基礎年⾦国庫負担割合２分の１の差額に係る費用を含む）

○社会保障の充実
・子ども・子育て支援の充実
・医療・介護の充実
・年⾦制度の充実
・幼児教育・保育の無償化
・待機児童の解消
・介護人材の処遇改善

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬、介護報酬、年⾦、子育て支援等についての物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減
・高齢化等に伴う自然増を含む安定財源が確保できていない既存の社会保障費

〈31年度消費税増収分の内訳〉（公費ベース）

（注）軽減税率制度による減収分は考慮していない。

平成31年度の消費税増収分の使途について

3.3兆円

2.17兆円

0.47兆円

《増収額計：10.3兆円》

4.4兆円

（注）
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＜財務省　平成31年度予算政府案　「平成３１年度社会保障関係予算のポイント」を一部加筆＞　

⇒ 介護保険の１号保険料の
低所得者軽減強化



市町村⺠税 本人が課税市町村⺠税 本人が非課税、
世帯に課税者がいる

介護保険の１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し低所得の高齢者の保険料の軽減を強化

（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75

1.0
1.2

1.5 （65歳以上全体の約７割）

0.3

0.7

収入

市町村⺠税
世帯全員が非課税

保険料基準額に対する割合

第１段階 0.5 → 0.45
※公費負担割合
国1/2、都道府県1/4
市町村1/4

保険料基準額に対する割合

第１段階 0.45 → 0.3
第２段階 0.75 → 0.5
第３段階 0.75 → 0.7

0.45

0.9

1.3

1.7

※具体的軽減幅は各割合の範囲内で市町村が条例で規定

①一部実施（平成27年４月）
市町村⺠税非課税世帯のうち 特に所得の低い者を対象
（65歳以上の約２割）

②完全実施（平成31年10月）
市町村⺠税非課税世帯全体を対象として完全実施（65歳以上の約３割）

624万人 256万人 242万人
※被保険者数は「平成28年度介護保険事業状況報告」

513万人 444万人 463万人 404万人 247万人 247万人

【実施時所要⾒込額（満年度）約1,600億円（公費ベース※）】平成31年度予算案ベース

5,869円／月
（第７期(H30〜H32)
の全国平均額）

①

②

② ②

第6段階
市町村⺠税
課税かつ合
計所得⾦額
120万円未満

第7段階
市町村⺠税
課税かつ合
計所得⾦額
120万円以上
200万円未満

第8段階
市町村⺠税
課税かつ合
計所得⾦額
200万円以上
300万円未満

第9段階
市町村⺠税
課税かつ合
計所得⾦額
300万円以上

第1段階
生活保護被保護者
世帯全員が市町村⺠税非課税の⽼
齢福祉年⾦受給者
世帯全員が市町村⺠税非課税かつ
本人年⾦収入等80万円以下

第2段階
世帯全員が市町
村⺠税非課税か
つ本人年⾦収入
等80万円超
120万円以下

第3段階
世帯全員が市
町村⺠税非課
税かつ本人年
⾦収入等
120万円超

第4段階
本人が市町村⺠税
非課税（世帯に課
税者がいる）かつ
本人年⾦収入等
80万円以下

第5段階
本人が市町村⺠税
非課税（世帯に課
税者がいる）かつ
本人年⾦収入等
80万円超

第1段階

第
2
段
階

第
3
段
階

第4段階 第6段階第5段階 第7段階 第8
段階

第9
段階

介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 平成31年度予算政府案
900億円（公費）、うち国費450億円

※一部実施済みの分を含む。
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＜財務省　平成31年度予算政府案　「平成３１年度社会保障関係予算のポイント」より＞　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



介護保険の財源構成 ※平成30〜32年度

※ 施設サービスは国20％、県17.5％

第１号被保険者
【６５歳以上】

23.0%

27.0%

公費負担割合

国：１／２
県：１／４
市：１／４



出典：北九州市「みんなで支え合う介護保険」（平成30年度版）


